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労働者派遣制度の改正について 

（平成 26 年 1 月 29 日労働政策審議会建議）（抄） 

 

 

 

８ 平成 24 年改正法について 

平成 24 年改正法の規定については、施行状況についての情報の蓄積を

図りつつ、見直しについて引き続き当審議会において検討を行うことが

適当である。 

一方、日雇派遣の原則禁止については、以下の観点に留意しつつ、法

改正を行わずに実施できる見直しについて、今回の制度全体に係る見直

しと併せて実施することを検討することが適当である。 

① 労働者が日雇派遣による収入に生計を頼ることがないようにしつ

つも、現在の年収要件を見直すことにより雇用の機会を拡大するこ

と 

② 教育訓練を十分に受けていない労働者が日雇派遣に従事すること

による労働災害の発生を防ぐこと 

なお、今回の見直しによる業務単位での期間制限の撤廃後も、日雇派

遣の原則禁止の例外であるいわゆる 17.5 業務については引き続き政令

に規定することが適当である。 
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